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平成 28年第 20回定例委員会  

 

１ 日   時 平成 28年 11月９日（水）10時 30分から 10時 55分まで 

 

２ 場   所 委員会室 

 

３ 出 席 者 東京都選挙管理委員会  委  員  長  宮 﨑   章 

                    委員長職務代理  大木田   守 

委     員  嶋 田   實 

                    委     員  佐 藤 男 三 

                                      事 務 局 長 

                                      担 当 部 長 

                                      選 挙 課 長 

                                      広報啓発担当課長 

書 記 ６ 名 

                                                       

４ 議   事 

議案 

   １ 不在者投票を行うことができる施設の指定について 

   ２ 選挙争訟について 

  報告事項 

   １ 平成 27年分政治資金収支報告書の概要について 

   ２ 選挙争訟について 

     ３ 平成 28年 11月６日執行荒川区長選挙結果について 

   その他 

 １ 当面の日程 

 

５ 会議の概要   

発 言 者 発  言  の  要  旨 

委 員 長 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

 

委  員 

ただいまから、平成 28年第 20回定例委員会を開会いたします。お手元に、

平成 28年第 19回の定例委員会の「会議要録」をお示ししてありますので、お

気づきの点などがございましたら、事務局まで連絡をお願いいたします。 

本日は、２件の議案と３件の報告事項を予定しております。 

 それでは、議案第１号「不在者投票を行うことができる施設の指定」につい

て、事務局より説明を求めます。 

 

≪議案第１号について、説明を行った。≫ 

 

説明は終わりました。ただいまの説明について、御質問、御意見はございま

せんか。 

 

なし。 
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委 員 長 

 

 

委  員 

 

委 員 長 

 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

 

委  員 

 

委 員 長 

 

 

委  員 

 

委 員 長 

 

 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

 

委  員 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

委  員 

 

事 務 局 

 

 

御質問・御意見がなければ、お諮りいたします。議案のとおり決定すること

に、御異議はございませんか。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認めます。よって議案第１号は、原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第２号「選挙争訟」について、事務局より説明を求めます。 

 

≪議案第２号について、説明を行った。≫ 

 

説明は終わりました。ただいまの説明について、御質問、御意見はございま

せんか。 

 

なし。 

 

御質問・御意見がなければ、お諮りいたします。議案のとおり決定すること

に、御異議はございませんか。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認めます。よって議案第２号は、原案のとおり決定いたしました。 

 次に、報告事項第１「平成 27年分政治資金収支報告書の概要」について事

務局より説明を求めます。 

 

≪報告事項第１について、説明を行った。≫ 

 

説明は終わりました。ただいまの説明について、御質問、御意見はございま

せんか。 

 

平成 27年分の政治資金収支報告書の提出率は 91.8％とあるが、毎年同程度

なのか。また、提出しない団体はどのようなことになるのか。 

 

提出率は毎年変動がございます。８割程度の年もあれば 98％程度の年もあ

ります。 

２年連続して提出しないと、政治資金規正法第 17条第２項により届出をし

ていない団体と見なされます。届出がありませんので政治資金の出し入れがで

きなくなります。 

 

２年連続して提出しない団体はどのくらいあるのか。 

 

政治資金規正法第 17条第２項に該当した団体は 50程度ございます。 
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委  員 

 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

委  員 

 

委 員 長 

 

 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

 

委  員 

 

委 員 長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

 

委  員 

 

委 員 長 

 

 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

 

委  員 

 

政党支部の収支状況に関連して伺うが、政党交付金をもらっていない団体は

あるか。 

 

政党交付金をもらっていない団体は日本共産党のみです。 

 

ほかにありませんか。 

 

なし。 

 

御質問、御意見がないようですので、報告事項第１について、了承すること

といたします。 

 次に、報告事項第２「選挙争訟」について 事務局より説明を求めます。 

 

≪報告事項第２について、説明を行った。≫ 

 

説明は終わりました。ただいまの説明について、御質問、御意見はございま

せんか。 

 

なし。 

 

御質問、御意見がないようですので、報告事項第２について、了承すること

といたします。 

 次に、報告事項第３「平成 28年 11月６日執行荒川区長選挙結果」について

事務局より説明を求めます。 

 

≪報告事項第３について、説明を行った。≫ 

 

説明は終わりました。ただいまの説明について、御質問、御意見はございま

せんか。 

 

なし。 

 

御質問、御意見がないようですので、報告事項第３について、了承すること

といたします。 

 次に、当面の日程について、事務局より説明を求めます。 

 

≪当面の日程について、説明を行った。≫ 

 

説明は終わりました。ただいまの説明について、御質問、御意見はございま

せんか。 

 

なし。 
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委 員 長 

 

 

 

委  員 

 

委 員 長 

 

御質問、御意見がないようですので、当面の日程について了承することとい

たします。 

その他、本日の議題について、何かございますか。 

 

なし。 

 

他にないようですので、次の委員会の開催日については、11月 24日に開催

することとし、本日の委員会は閉会といたします。 

 


